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１．組 織・事 業

� （令和７年９月１日現在）
①　組　　織

②　事　　業
　（１）　産業廃棄物の適正な処理、再生利用等に関する調査研究、教育研修及び相談指導
　（２）　産業廃棄物の適正な処理、再生利用等に関する情報収集及び印刷物の発行
　（３）　産業廃棄物の適正な処理、再生利用における維持管理等についての会員への技術援助
　（４）　共同産業廃棄物処理施設設置等の推進
　（５）　基金の設置及び運営に関する事業
　（６）　産業廃棄物処理業者に対する経営改善指導
　（７）　一般財団法人日本環境衛生センター、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター及び公益
　　　社団法人全国産業資源循環連合会に協力して行う事業
　（８）　産業廃棄物に関する知識及び適正処理に関する啓発普及
　（９）　その他この協会の目的を達成するために必要な事業

協 会 設 立 年 月 日　　平成元年４月11日
法人設立許可年月日　　平成元年５月19日
一般社団法人移行年月日　　平成24年４月１日

理　事　会
○会長
○副会長
○専務理事

○常務理事
○理事

会　　　員
　○正 会 員 産業廃棄物処理許可業者

再生利用指定業者
排出事業者

　○賛助会員 この法人の事業を賛助するた
め入会した個人又は団体

　○特別会員 学識経験者等

監　　　事

委　員　会
　○総　　務 協会の運営、事業の企画・調

整
　○研修指導 産業廃棄物処理に関する調査

･研究並びに研修会等の開催､
指導助言

　○広報編集 会報の編集・発行並びに産業
廃棄物に関する知識、協会事
業の啓発

　○組織強化 協会の加入促進

部　　　会（協会支援組織）
　○青年部会
　○女性部会

特別委員会
　○会長が特に必要と認めた場合に設置

総　　　会

事　務　局


